
○
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

16

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
一
、
二
、
五

六
一
、
二
、
六

　
　
（
予
）

六
一
、
三
、
七

可
　
　
決

六
一
、
三
、
一
〇

可
　
　
決

六
一
、
二
、
五

公
職
選
挙

法
改
正
調

査
特
委

六
一
、
三
、
五

可
　
　
決

六
一
、
三
、
六

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

22

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

公
職
選
挙
法
改

正
に
関
す
る
調

査
特
別
委
員
長

　
（
六
一
、
五
、
一
六
）

六
一
、
五
、
一
七

六
一
、
五
、
二
一

六
一
、
五
、
二
二

六
一
、
五
、
二
二

可
　
　
決

六
一
、
五
、
二
二

可
　
　
決

六
一
、
五
、
二
一

可
　
　
決



国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
六
号
）

要
旨

　
　
本
案
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
、
国
が
負
担
す

　
る
経
費
で
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も
の
の
現
行
基
準
を
実
情
に

　
即
す
る
よ
う
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

　
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
最
近
に
お
け
る
公
務
員
給
与
の
改
定
等
に
伴
い
、
投
票
所
経
費
、

　
　
開
票
所
経
費
等
の
積
算
単
価
で
あ
る
超
過
勤
務
手
当
及
び
投
票
管

　
　
理
者
、
開
票
管
理
者
、
立
会
人
等
の
費
用
弁
償
そ
の
他
の
額
を
引

　
　
き
上
げ
、
こ
れ
ら
の
経
費
に
係
る
基
準
額
を
改
定
す
る
。

　
二
、
最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
等
に
伴
い
、
選
挙
公
報
発
行
費
、

　
　
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
費
等
の
積
算
単
価
で
あ
る
印
刷
費
そ
の
他
の
額

　
　
を
引
き
上
げ
、
こ
れ
ら
の
経
費
に
係
る
基
準
額
を
改
定
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部

　
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及

　
び
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
国
政
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
、
国
が
負
担
す
る

経
費
で
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も
の
の
現
行
基
準
額
を
、
公
務

員
給
与
の
改
定
、
賃
金
及
び
物
価
の
変
動
等
の
状
況
に
応
じ
、
実
情

に
即
す
る
よ
う
改
め
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、

交
付
基
準
の
改
善
等
の
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
二
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
是
正

（一）

当
分
の
間
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
は
、
五
百
十
二
人
（
現
行

五
百
十
一
人
）
と
す
る
。

（二）

当
分
の
間
、
衆
議
院
議
員
の
次
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙

す
べ
き
議
員
の
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



１
　
定
数
を
増
員
す
べ
き
選
挙
区

　
　
北
海
道
第
　
一
区
　
六
人
（
現
行
　
五
人
）

　
　
埼
玉
県
第
　
二
区
　
四
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
同
　
　
第
　
四
区
　
四
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
千
葉
県
第
　
一
区
　
五
人
（
現
行
　
四
人
）

　
　
同
　
　
第
　
四
区
　
四
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
東
京
都
第
十
一
区
　
五
人
（
現
行
　
四
人
）

　
　
神
奈
川
県
第
三
区
　
四
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
大
阪
府
第
　
三
区
　
五
人
（
現
行
　
四
人
）

２
　
定
数
を
減
員
す
べ
き
選
挙
区

　
　
秋
田
県
第
　
二
区
　
三
人
（
現
行
　
四
人
）

　
　
山
形
県
第
　
二
区
　
三
人
（
現
行
　
四
人
）

　
　
新
潟
県
第
　
二
区
　
三
人
（
現
行
　
四
人
）

　
　
同
　
　
第
　
四
区
　
二
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
石
川
県
第
　
二
区
　
二
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
兵
庫
県
第
　
五
区
　
二
人
（
現
行
　
三
人
）

　
　
鹿
児
島
県
第
三
区
　
二
人
（
現
行
　
三
人
）

（三）

当
分
の
間
、
隣
接
選
挙
区
と
の
境
界
を
変
更
す
べ
き
衆
議
院

議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
海
草
郡
の
区
域
（
現

行
　
和
歌
山
県
第
一
区
）
は
和
歌
山
県
第
二
区
に
属
す
る
も
の

　
　
と
し
、
愛
媛
県
伊
予
市
及
び
伊
予
郡
の
区
域
（
現
行
　
愛
媛
県

　
　
第
一
区
）
は
愛
媛
県
第
三
区
に
属
す
る
も
の
と
し
、
大
分
県
大

　
　
分
郡
挾
間
町
の
区
域
（
現
行
　
大
分
県
第
一
区
）
は
大
分
県
第

　
　
二
区
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
以
上
の
措
置
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
別
議
員
一
人
当

　
た
り
の
人
口
の
最
高
（
神
奈
川
県
第
四
区
）
と
最
低
（
長
野
県
第

　
三
区
）
と
の
格
差
は
、
二
・
九
九
倍
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
に
当
た
る
日

　
以
後
初
め
て
公
示
さ
れ
る
総
選
挙
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
委
員
会
に
お

　
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
当
面
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
衆
議
院
議
員
の
総
定

　
数
は
一
人
増
員
し
て
五
百
十
二
人
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
議
員
一
人

　
当
た
り
の
人
口
の
著
し
い
格
差
を
是
正
し
、
三
倍
未
満
と
す
る
た
め
、

　
八
選
挙
区
に
お
い
て
各
一
名
増
員
し
、
七
選
挙
区
に
お
い
て
各
一
名

　
の
減
員
を
行
い
、
三
選
挙
区
の
区
域
に
つ
い
て
隣
接
選
挙
区
と
の
境

　
界
変
更
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



　
な
お
、
法
律
の
施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
に

当
た
る
日
以
後
初
め
て
公
示
さ
れ
る
総
選
挙
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
長
三
原
朝
雄
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
の
ち
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
質
疑
の
過
程
で
は
、
総
定
数
一
名
増
は
行
政
改
革
に
反
す
る
の
で

は
な
い
か
、
抜
本
改
正
の
時
期
、
内
容
及
び
二
人
区
、
六
人
区
の
解

消
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
改
正
案
に
よ
る
格
差
二
・
九
九

倍
は
憲
法
の
要
求
す
る
選
挙
権
の
平
等
に
反
し
な
い
か
、
衆
議
院
の

選
挙
区
は
郡
市
を
単
位
と
し
て
い
る
の
に
、
挾
間
町
の
み
を
大
分
県

第
二
区
に
編
入
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
衆
参
同
日
選
挙
は
憲
法
に
違
反

し
な
い
か
な
ど
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
論
点
の
う
ち
、
総
定
数
増
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

違
憲
状
態
を
速
や
か
に
解
消
す
る
た
め
止
む
を
得
な
い
暫
定
措
置
で

あ
り
、
増
員
数
が
た
と
え
最
少
数
の
一
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
在

国
、
地
方
を
通
じ
て
行
政
の
効
率
化
、
減
量
化
が
推
進
さ
れ
て
い
る

時
期
に
増
員
さ
れ
る
こ
と
は
、
甚
だ
遺
憾
に
存
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
し
て
、
国
民
の
批
判
は
強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
の
改
正
は
遺
憾
で
あ
る
と
の
指
摘

が
あ
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
提
案
者
よ

り
、
「
今
回
の
改
正
は
暫
定
措
置
で
あ
る
の
で
、
御
指
摘
の
点
に
つ

い
て
は
、
抜
本
改
正
を
行
う
際
、
定
数
の
増
員
は
行
わ
な
い
と
い
う

こ
と
で
努
力
し
て
き
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
議
員
総
定
数
の
見
直
し
に

あ
た
り
た
い
」
旨
の
決
意
の
表
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
次
い
で
、
日
本
共
産
党
提
出
の
修
正
案
に
つ
い

て
提
案
趣
旨
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
、
上
野

委
員
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
井
上
委
員
よ
り
、
原
案
及

び
修
正
案
に
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
金

丸
委
員
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
多
田
委
員
よ
り
、
原
案

に
賛
成
、
修
正
案
に
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
山
中
委
員
よ

り
修
正
案
に
賛
成
、
原
案
に
反
対
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は
賛
成

少
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
つ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




